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女性リーダーを育成する取組です。
静岡県では、男女共同参画部局と危機管理部局が連携して地域で活躍する女性リー
ダーの育成に取り組みました。
取組の概要を説明します。
【ポイント】
 男女共同参画部局と危機管理部局が連携して男女共同参画の視点からの防災手

引書を作成しました。
 この手引書を活用し、女性防災リーダーの育成事業を実施しました。
 事業では、地域防災で実際に活躍するための工夫をしたことから、育成された女性

リーダーは事業で身につけた知識を地域に還元しています。
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取組を行うことになった経緯を説明します。
【ポイント】
 危機管理部局も含めた男女共同参画推進本部において、男女共同参画の推進による地域

防災力の向上を掲げています。
 男女共同参画部局では、防災手引書を作成し、危機管理部局では地震・津波対策アクショ

ンプログラムの中で男女共同参画の推進を目標として掲げています。
 実際に地域でリーダーシップを発揮する女性防災リーダーが少なかったことから、両者のこ

れまでの取組を踏まえ、両者が連携しながら防災リーダー研修を実施しました。
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取組のポイントを説明します。
【ポイント】（講座内容）
 講座では、避難所の困難・課題について男女共同参画の視点を考えるグループワーク等、

防災と男女共同参画の視点の重要性を学びます。
 研修修了後に実践するため、「身近な防災講座を企画する」講座を設置し、リーダーとして

講座を行う側になるための工夫も実施しています。
 修了後は研修参加者が一堂に会して研修後の自らの取組等を共有する機会を設けること

によってフォローアップを実施しています。
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（つづき）
【ポイント】
 男女共同参画部局と危機管理部局がそれぞれの担当する計画等に防災と男女共

同参画の視点を記載しています。
 男女共同参画部局が防災に取り組むことにより、防災分野での男女共同参画が推

進し、危機管理部局が男女共同参画に取り組むことにより、防災施策へ男女共同
参画の視点が取り込まれ、より地域防災力の向上につながります。

 このように、両部局が連携することによって、両部局の担当施策に相乗効果が生ま
れます。

21




